
　
申
告
書
作
成
会
場
に
つ
い
て
は
、

感
染
防
止
対
策
を
講
じ
た
上
で
開
設

し
ま
す
。

■
注
意
事
項
な
ど

・�

相
談
に
係
る
従
事
者
の
感
染
防
止

対
策
お
よ
び
体
調
管
理
、
会
場
を

こ
ま
め
に
換
気
す
る
な
ど
の
対
策

を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

・�

ご
来
場
の
際
は
少
人
数
を
心
掛

け
、
マ
ス
ク
の
着
用
や
手
指
の
消

毒
な
ど
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

・�

入
場
の
検
温
で
37
・
5
度
以
上
の

発
熱
が
あ
る
場
合
、
入
場
を
お
断

り
い
た
し
ま
す
。
発
熱
な
ど
の
症

状
が
あ
る
方
や
体
調
不
良
の
方

は
、
来
場
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

①
給
与
所
得
が
あ
る
方

・�

給
与
の
年
間
収
入
金
額
が

　
2
，
0
0
0
万
円
を
超
え
る
方

・�

１
箇
所
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
方
で
、
給
与
所
得
お
よ

び
退
職
所
得
以
外
の
所
得
の
金
額

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

・�

２
箇
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
方
の
う
ち
、
給
与

の
全
部
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な

会
場
内
で
の
感
染
防
止
対
策
と

来
場
さ
れ
る
方
へ
の
お
願
い

る
場
合
に
お
い
て
、
年
末
調
整
さ

れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額

と
、
給
与
所
得
お
よ
び
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
方

※ 

給
与
の
収
入
金
額
の
合
計
額
か

ら
、
雑
損
控
除
・
医
療
費
控
除
・

寄
附
金
控
除
・
基
礎
控
除
以
外
の

各
所
得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引

い
た
金
額
が
1
5
0
万
円
以
下

で
、
か
つ
給
与
所
得
お
よ
び
退
職

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
の
方
は
、
申
告
不
要
で
す
。

・�

同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族
な

ど
で
、
そ
の
同
族
会
社
か
ら
給
与

の
ほ
か
に
貸
付
金
の
利
子
や
資
産

の
賃
貸
料
等
を
受
け
取
って
い
る
方

・�

災
害
減
免
法
で
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額

の
徴
収
猶
予
や
還
付
を
受
け
た
方

・�

在
日
の
外
国
公
館
に
勤
務
す
る
方

や
家
事
使
用
人
の
方
な
ど
で
、
給

与
の
支
払
い
を
受
け
る
際
に
所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
を
源

泉
徴
収
さ
れ
な
い
方

・�

退
職
所
得
に
つ
い
て
正
規
の
方
法

で
税
額
を
計
算
し
た
場
合
に
、
そ

の
税
額
が
源
泉
徴
収
さ
れ
た
金
額

よ
り
も
多
く
な
る
方

②�

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
が
あ

る
方

　
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の
み

で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

金
額
か
ら
所
得
控
除
を
差
し
引
く

と
、
残
額
が
あ
る
方
は
確
定
申
告
書

の
提
出
が
必
要
で
す
。

※ 

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
、
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
に
は
、
確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
必
要
、
ま
た
は
住
民
税
の
申
告

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村

の
窓
口
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

③
①
～
②
以
外
の
方

　
各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
額
（
譲

渡
所
得
や
山
林
所
得
を
含
む
）
か

ら
、
所
得
控
除
を
差
し
引
き
、
そ
の

金
額
（
課
税
さ
れ
る
所
得
金
額
）
に

所
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た

税
額
か
ら
配
当
控
除
額
を
差
し
引
い

た
結
果
、
残
額
の
あ
る
方
は
確
定
申

告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※ 

①
～
③
以
外
に
も
申
告
書
の
提
出

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
税

務
署
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

　
次
の
①
～
③
に
該
当
す
る
個
人
事

業
者
の
方
は
、
令
和
３
年
分
の
消
費

税
な
ど
の
課
税
事
業
者
に
該
当
し
、

申
告
書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①�

令
和
元
年
分
の
課
税
売
上
高
が

1
，
0
0
0
万
円
を
超
え
て
い
る

個
人
事
業
者
の
方

②�

令
和
元
年
分
の
課
税
売
上
高
が

1
，
0
0
0
万
円
以
下
で
あ
っ
て

も
、
特
定
期
間
（
令
和
２
年
１
月

１
日
か
ら
令
和
２
年
６
月
30
日
ま

で
の
期
間
）
の
課
税
売
上
高
が

1
，
0
0
0
万
円
を
超
え
て
い
る

個
人
事
業
者
の
方

※ 

な
お
、
特
定
期
間
に
お
け
る

　

 

1
，
0
0
0
万
円
の
判
定
は
、
課

税
売
上
高
に
代
え
て
給
与
等
支
払

額
の
合
計
額
で
も
可
能
で
す
。

③�

令
和
元
年
分
の
課
税
売
上
高
が

1
，
0
0
0
万
円
以
下
の
個
人
事

業
者
で
、
令
和
２
年
12
月
末
ま
で

に
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届

出
書
」
を
提
出
し
て
い
る
方

贈
与
税

①�

令
和
３
年
中
に
1
1
0
万
円
を
超

え
る
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方

②�

財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方
で
、
配

偶
者
控
除
の
特
例
を
適
用
す
る
方

③�

財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方
で
、
相

続
時
精
算
課
税
を
適
用
す
る
方

④�

財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方
で
、
住

宅
取
得
等
資
金
の
非
課
税
を
適
用

す
る
方

※ 「
相
続
時
精
算
課
税
」
制
度
や

「
住
宅
取
得
資
金
の
非
課
税
」
制

度
を
適
用
す
る
場
合
は
、
期
限
内

申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方　
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